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環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協

定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

（
略
）

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
中
「
方
法
（
次
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
二
号
」
を
、
「
若
し
く
は
著
作
権
」
の
下
に
「
、

出
版
権
」
を
加
え
、
「
有
線
放
送
（
次
号
に
お
い
て
」
を
「
有
線
放
送
（
以
下
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十

四
号
と
し
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。二

十
一

技
術
的
利
用
制
限
手
段

電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
著
作
物
等
の
視
聴
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
あ
つ
て
は
、

当
該
著
作
物
を
電
子
計
算
機
に
お
い
て
利
用
す
る
行
為
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
百
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
制
限
す
る
手
段
（
著
作
権
者
、
出
版
権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
（
以
下
「
著
作
権
者
等
」
と
い
う
。
）
の
意

思
に
基
づ
く
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
著
作
物
等
の
視
聴
に
際
し
、
こ
れ
に
用
い
ら



- 2 -

れ
る
機
器
が
特
定
の
反
応
を
す
る
信
号
を
著
作
物
、
実
演
、
レ
コ
ー
ド
若
し
く
は
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送
に
係
る
音

若
し
く
は
影
像
と
と
も
に
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
若
し
く
は
送
信
す
る
方
式
又
は
当
該
機
器
が
特
定
の
変
換
を
必
要
と

す
る
よ
う
著
作
物
、
実
演
、
レ
コ
ー
ド
若
し
く
は
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送
に
係
る
音
若
し
く
は
影
像
を
変
換
し
て
記

録
媒
体
に
記
録
し
、
若
し
く
は
送
信
す
る
方
式
に
よ
る
も
の
を
い
う
。

第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
五
十
年
」
を
「
七
十
年
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
公
表
後
五
十
年
」
を
「
公
表
後
七
十
年
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
五
十
年
」
を
「
七
十

年
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
五
十
年
」
を
「
七
十
年
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
中
「
五
十
年
、
著
作
物
の
公
表
後
五
十
年
若
し
く
は
創
作
後
五
十
年
」
を
「
七
十
年
」
に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
第
一
項
中
「
商
業
用
レ
コ
ー
ド
」
の
下
に
「
（
送
信
可
能
化
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
を
含
む
。
第
九
十
七
条
第
一

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
五
十
年
」
を
「
七
十
年
」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
次
条
第
四
項
」
を
「
次
条
第
五
項
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」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

技
術
的
利
用
制
限
手
段
の
回
避
（
技
術
的
利
用
制
限
手
段
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
る
著
作
物
等
の
視
聴
を
当
該
技
術
的

利
用
制
限
手
段
の
効
果
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
す
る
こ
と
（
著
作
権
者
等
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
場
合
を

除
く
。
）
を
い
う
。
第
百
二
十
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
行
為
は
、
技
術
的
利
用
制
限
手

段
に
係
る
研
究
又
は
技
術
の
開
発
の
目
的
上
正
当
な
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
場
合
そ
の
他
著
作
権
者
等
の
利
益
を
不
当
に
害

し
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
技
術
的
利
用
制
限
手
段
に
係
る
著
作
権
、
出
版
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み

な
す
。

第
百
十
四
条
第
一
項
中
「
著
作
権
者
、
出
版
権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
著
作
権
者
等
」
と
い

う
。
）
」
を
「
著
作
権
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

著
作
権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
損
害

の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
が
著
作
権
等
管
理
事
業
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第

百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
委
託
契
約
に
基
づ
き
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
著
作
権
等
管
理
事
業
者
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が
管
理
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
著
作
権
等
管
理
事
業
者
が
定
め
る
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
使
用
料

規
程
の
う
ち
そ
の
侵
害
の
行
為
に
係
る
著
作
物
等
の
利
用
の
態
様
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
そ

の
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
に
係
る
著
作
物
等
の
使
用
料
の
額
（
当
該
額
の
算
出
方
法
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
当
該
複
数

の
算
出
方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
算
出
し
た
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
）
を
も
つ
て
、
前
項
に
規
定
す
る
金
銭
の
額
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
百
十
六
条
第
三
項
中
「
五
十
年
」
を
「
七
十
年
」
に
改
め
る
。

第
百
十
九
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
（
同
条
第
四
項
」
を
「
、
出
版
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る

行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
（
同
条
第
五
項
」
に

、
「
第
百
十
三
条
第
五
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
百
十
三
条
第
三
項
」
を
「

第
百
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
有
償
著
作
物
等
」
を
「
録
音
録
画
有
償
著
作
物
等
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
の
二
第
一
号
中
「
を
行
う
」
を
「
若
し
く
は
技
術
的
利
用
制
限
手
段
の
回
避
を
行
う
」
に
改
め
、
「
に
よ
り

」
の
下
に
「
可
能
と
し
、
又
は
第
百
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
、
出
版
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る

行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
技
術
的
利
用
制
限
手
段
の
回
避
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
技
術
的
保
護
手
段
の
回
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避
」
の
下
に
「
又
は
技
術
的
利
用
制
限
手
段
の
回
避
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
第
百
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
百
十
三

条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
百
十
三
条
第
五
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
一
条
の
二
中
「
五
十
年
」
を
「
七
十
年
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
を
「
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項

の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
の
対
価
と
し
て
財
産
上
の
利
益
を
受
け
る
目
的
又
は
有
償
著
作
物
等
の
提
供
若
し

く
は
提
示
に
よ
り
著
作
権
者
等
の
得
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
利
益
を
害
す
る
目
的
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る

行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
り
犯
し
た
第
百
十
九
条
第
一
項
の
罪
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

有
償
著
作
物
等
に
つ
い
て
、
原
作
の
ま
ま
複
製
さ
れ
た
複
製
物
を
公
衆
に
譲
渡
し
、
又
は
原
作
の
ま
ま
公
衆
送
信
（

自
動
公
衆
送
信
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
送
信
可
能
化
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
（
当
該
有
償
著

作
物
等
の
種
類
及
び
用
途
、
当
該
譲
渡
の
部
数
、
当
該
譲
渡
又
は
公
衆
送
信
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
当

該
有
償
著
作
物
等
の
提
供
又
は
提
示
に
よ
り
著
作
権
者
等
の
得
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
。
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二

有
償
著
作
物
等
に
つ
い
て
、
原
作
の
ま
ま
複
製
さ
れ
た
複
製
物
を
公
衆
に
譲
渡
し
、
又
は
原
作
の
ま
ま
公
衆
送
信
を

行
う
た
め
に
、
当
該
有
償
著
作
物
等
を
複
製
す
る
こ
と
（
当
該
有
償
著
作
物
等
の
種
類
及
び
用
途
、
当
該
複
製
の
部
数

及
び
態
様
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
当
該
有
償
著
作
物
等
の
提
供
又
は
提
示
に
よ
り
著
作
権
者
等
の
得
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
。

３

前
項
に
規
定
す
る
有
償
著
作
物
等
と
は
、
著
作
物
又
は
実
演
等
（
著
作
権
、
出
版
権
又
は
著
作
隣
接
権
の
目
的
と
な
つ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
有
償
で
公
衆
に
提
供
さ
れ
、
又
は
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
（
そ
の
提
供
又
は
提
示

が
著
作
権
、
出
版
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
も
の
（
国
外
で
行
わ
れ
た
提
供
又
は
提
示
に
あ
つ
て
は
、
国
内
で
行

わ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
権
利
の
侵
害
と
な
る
べ
き
も
の
）
を
除
く
。
）
を
い
う
。

附
則
第
十
五
条
第
二
項
中
「
五
十
年
」
を
「
七
十
年
」
に
改
め
る
。

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
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生
ず
る
日
（
第
三
号
に
お
い
て
「
発
効
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
九
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
三
条
中
商
標
法
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号
の
改
正
規
定
及
び
第
十
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

三

第
四
条
中
関
税
暫
定
措
置
法
別
表
第
一
の
三
第
○
四
○
四
・
一
○
号
の
改
正
規
定
（
「
九
九
円
」
の
下
に
「
（
発
効
日

の
前
日
以
後
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
三
五
％
及
び
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
き
一
二
○
円
）
」
を
加
え
る
部
分
に

限
る
。
）
及
び
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定

発
効
日
の
前
日

四

附
則
第
十
九
条
の
規
定

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
前
日

五

第
四
条
の
二
の
規
定
及
び
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効

力
を
生
ず
る
日

（
略
）

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
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第
七
条

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
新
著
作
権
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十

一
条
第
二
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
並
び
に
第
百
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号

の
規
定
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
著
作
権
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
著

作
権
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
が
存
す
る
著
作
物
、
実
演
及
び
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
に
お
い
て
旧
著
作
権
法
に
よ
る
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
が
消
滅
し
て
い
る
著
作
物
、
実
演
及
び
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
著
作
権
法
第
百
十
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
著
作
者
又
は
実
演
家
の
死
亡
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
し
て
五

十
年
を
経
過
し
た
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
そ
の
経
過
し
た
日
が
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
著
作
権
法
第
百
二
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
（
当
該
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
複
製

物
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
複
製
に
係
る
複
製
物
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）
で
、
当
該
各
号
の
原
盤
に
音
を
最
初
に
固
定

し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
し
て
五
十
年
を
経
過
し
た
日
が
施
行
日
前
で
あ
る
も
の
（
当
該
固
定
し
た
日
が
昭
和

四
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
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（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
施

行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
九
条

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を

含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
略
）

（
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
中
「
有
償
著
作
物
等
」
を
「
録
音
録
画
有
償
著
作
物
等
」
に
、
「
新
法
第
百
十
九
条
第
三
項
」
を
「

著
作
権
法
第
百
十
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
中
「
有
償
著
作
物
等
」
を
「
録
音
録
画
有
償
著
作
物
等
」
に
改
め
る
。


